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住
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
緊

急
支
援
と
し
て
臨
時
特
別
給
付

金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
、
町
長

選
挙
お
よ
び
議
会
議
員
補
欠
選

挙
に
関
す
る
歳
出
に
よ
り
一
般

会
計
を
補
正
す
る
も
の
。
給
付

事
務
と
選
挙
を
共
に
11
月
中
に

行
う
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
専

決
処
分
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
予
算
に
１
億
４
，

９
２
９
万
円
を
追
加
し
て
、
町

の
予
算
総
額
は
１
３
０
億
１
，
　

８
３
０
万
円
と
な
る
。
追
加
の

う
ち
給
付
金
に
関
す
る
費
用
は

１
億
２
，８
２
１
万
８
千
円
で
あ

り
、
全
額
、
国
庫
支
出
金
に
よ

る
補
助
金
で
あ
る
。

　

全
員
賛
成
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
物
価
の
高
騰
に

よ
り
光
熱
水
費
等
が
増
加
し
て

い
る
こ
と
を
受
け
、
福
祉
事
業
や

中
小
企
業
を
支
援
す
る
と
と
も

に
、
学
校
等
公
共
施
設
で
の
需
用

費
の
増
加
に
対
応
す
る
こ
と
が
主

な
内
容
と
な
っ
て
い
る
他
、
妊
産

婦
に
対
す
る
出
産
・
子
育
て
準
備

金
の
支
給
等
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
予
算
に
３
億

６
２
０
万
８
千
円
を
追
加
し
て
、

町
の
予
算
総
額
は
１
３
３
億
２
，

４
５
０
万
８
千
円
と
な
る
。

　

全
員
賛
成
に
よ
り
可
決
さ
れ

た
。

　

主
な
質
疑
応
答
は
以
下
の
と

お
り
。

問　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、

保
育
施
設
に
対
す
る
物
価
高
騰

対
策
支
援
金
と
あ
る
が
、
支
援

の
対
象
者
と
内
容
、
今
後
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
周
知
の
方
法
は
。

答　

光
熱
費
等
の
高
騰
対
策
支

援
と
し
て
、
各
事
業
所
が
行
っ
て

い
る
サ
ー
ビ
ス
の
形
態
や
定
員
の

規
模
に
応
じ
て
、
施
設
ご
と
に

10
万
円
か
ら
80
万
円
を
支
給
す

る
予
定
だ
。
該
当
す
る
事
業
所

に
は
12
月
末
ま
た
は
１
月
初
め

に
通
知
す
る
こ
と
を
検
討
中
で

あ
る
。
申
し
込
み
の
締
切
り
は
１

月
末
、
支
払
い
は
２
月
を
予
定
し

て
い
る
が
、
今
後
調
整
す
る
。

　

対
象
と
な
る
事
業
所
と
補
助

基
準
額
は
下
表
の
と
お
り
。

　

12

月

定

例

会

暮
ら
し
の
中
の
条
例

議

決

結

果

一

般

質

問

一
般
質
問
追
跡

委

員

会

報

告

専
決
処
分

一
般
会
計
補
正
予
算

(

第
４
号)

一
般
会
計
補
正
予
算

(

第
５
号)

1212月定例会月定例会
　令和４年第６回太子町議会定例会（第 501 回町議会）が、11 月 28 日から 12 月 16 日までの 19 日間
の日程で開催された。補正予算 12 件、条例 11 件の他、承認 1 件、同意 2 件、その他 1 件の議案 27
件が付議され審議した。
　冒頭、沖汐守彦新町長からは、対話重視に基づき教育委員会や町職員との関係改善を図ること、選挙
時の公約と第６次太子町総合計画との整合性を図りながら、次年度予算策定や行財政改革を行うことなど、

「和のまち太子」の創造に向けた抱負が語られた。

保育施設等物価高騰対策支援金

事業分類 定員（人） 補助基準額
（万円） 該当事業所数

認可保育園
認可外保育園

放課後児童クラブ

1 ～ 20 10 3
21 ～ 35 20 3
36 ～ 50 30 2
51 ～ 65 40 1
66 ～ 80 50 3

81 ～ 60 4

対象：民間の認定保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、地域型
保育事業所、児童福祉法に基づく届出を行っている認可外保育施設、放課後児童クラブ

障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金

事業分類 定員（人） 補助基準額
（万円） 該当事業所数

訪問型 10 15

通所型
1 ～ 20 10 21

21 ～ 35 20 3

入所施設
1 ～ 20 20 6

21 ～ 35 40 1
対象：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、太子町
障害者等地域生活支援事業実施要綱、児童福祉法により指定を受けた事業所

介護サービス事業所等物価高騰対策支援金

事業分類 定員（人）
補助基準額

（万円）
該当事業所数

訪問型 10 28

通所型

1 ～ 20 10 6
21 ～ 35 20 2
36 ～ 50 30 2
51 ～ 65 40 1

複合型 1） 20 2

入所施設
1 ～ 20 20 6

36 ～ 50 60 1
51 ～ 65 80 1

その他 2）

1 ～ 20 15 2
21 ～ 35 30 1
36 ～ 50 45 1
66 ～ 80 75 1

対象：介護保険法により指定を受けた事業所、老人福祉法に基
づく養護老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者の居住の安定確
保に関する法律に規定されたサービスつきの高齢者向け住宅

1）小規模多機能型居宅介護、看護つきの小規模多機能型居宅介護施設
2）住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、介護付有料老人ホーム
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問　

出
産
・
子
育
て
準
備
金
の

支
給
と
周
知
の
方
法
は
。

答　

令
和
４
年
４
月
か
ら
12
月

に
出
産
さ
れ
た
方
に
10
万
円
を

支
給
す
る
。
ま
た
、
令
和
５
年

１
月
か
ら
３
月
に
出
産
予
定
ま

た
は
妊
娠
届
出
の
方
に
は
５
万

円
を
支
給
し
、
出
産
時
に
残
り

の
５
万
円
を
支
給
す
る
。
対
象

者
は
把
握
し
て
い
る
の
で
、
プ

ッ
シ
ュ
型
で
通
知
す
る
予
定
。

問　

中
小
企
業
事
業
復
活
支
援

金
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
を
求

め
る
。

答　

町
内
に
所
在
し
、
事
業

を
継
続
し
て
い
る
中
小
企
業

法
に
基
づ
く
法
人
が
対
象
。

５
５
２
社
程
度
を
推
定
し
て

い
る
。
従
業
員
が
50
人
を
超
え

る
法
人
に
20
万
円
、
50
人
以
下

の
法
人
に
12
万
円
を
支
給
す

る
。
12
月
下
旬
に
交
付
申
請
書

類
を
送
付
、
１
月
４
日
か
ら
１

月
末
ま
で
に
交
付
申
請
を
受

け
付
け
、
支
援
金
の
振
込
は
２

月
下
旬
ま
で
に
完
了
し
た
い
。

国
の
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等

価
格
高
騰
重
点
支
援
地
方
交

付
金
を
活
用
す
る
。

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
給
与

改
定
に
伴
う
人
件
費
の
補
正
。

　

こ
れ
ま
で
の
予
算
に
１
，

０
１
７
万
円
を
追
加
し
て
、
町

の
予
算
総
額
は
１
３
３
億
３
，

４
６
７
万
８
千
円
と
な
る
。

　

全
員
賛
成
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
。

　

公
立
夜
間
中
学
「
姫
路
市
立

あ
か
つ
き
中
学
校
」
の
令
和
５
年

４
月
開
校
に
向
け
、
取
り
組
み

内
容
と
役
割
分
担
を
追
加
す
る

も
の
。
同
校
は
Ｊ
Ｒ
東
姫
路
駅
の

北
、
徒
歩
圏
内
に
開
校
予
定
。

全
員
賛
成
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
。

　

主
な
質
疑
応
答
は
以
下
の
と

お
り
。

問　

太
子
町
と
し
て
は
ど
の
よ

う
に
協
力
し
て
い
く
の
か
。

答　

学
校
は
姫
路
市
立
で
あ
り

運
営
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、
募

集
広
報
を
行
う
。

問　

夜
間
中
学
校
に
つ
い
て
太

子
町
と
し
て
の
考
え
方
は
。

答　

様
々
な
理
由
に
よ
り
義
務

教
育
を
修
了
で
き
な
か
っ
た
方

が
対
象
で
、
就
学
機
会
の
確
保

と
い
う
意
味
で
大
変
有
用
な
も

の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

杉
原
勝
由
副
町
長
が
12
月
31

日
付
け
で
辞
職
す
る
こ
と
を
受

け
、
後
任
と
し
て
榮
藤
雅
雄
氏

（
田
中
）
を
任
命
し
た
い
旨
の
説

明
が
あ
っ
た
。

　

記
名
採
決
の
結
果
、
全
員
賛

成
に
よ
り
同
意
さ
れ
た
。

　

任
期
は
、
令
和
５
年
１
月
１

日
か
ら
令
和
８
年
12
月
31
日
ま

で
の
４
年
間
。

　

主
な
質
疑
応
答
は
以
下
の
と

お
り
。

問　

現
副
町
長
が
辞
職
さ
れ
る

こ
と
に
関
し
て
、
そ
の
経
緯
は
。

ま
た
、
ど
う
い
う
対
応
を
さ
れ

た
の
か
。

答　

当
初
、
11
月
25
日
を
も
っ

て
辞
職
す
る
旨
の
辞
職
願
が
出

て
い
た
が
、
ぜ
ひ
残
っ
て
い
た

だ
き
た
い
、
あ
る
い
は
定
年
と

な
る
来
年
３
月
ま
で
務
め
て
い

た
だ
け
な
い
か
と
い
う
話
を
し

た
。
最
終
的
に
副
町
長
か
ら
、

御
自
身
の
体
調
等
を
勘
案
さ
れ

て
12
月
末
を
も
っ
て
辞
職
し
た

い
と
い
う
申
入
れ
が
あ
っ
た
。

問　

選
任
者
に
は
県
民
局
龍
野

土
木
事
務
所
に
お
け
る
立
場
が

あ
る
が
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て

は
ど
う
か
。

答　

年
度
途
中
の
人
事
で
あ
り

危
惧
し
た
が
、
県
民
局
長
を
は

じ
め
関
係
者
の
皆
様
も
快
く
了

解
い
た
だ
き
、
推
薦
に
も
同
意

を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

令
和
４
年
８
月
１
日
以
降
欠
員

と
な
っ
て
い
た
教
育
委
員
に
つ
い

て
、後
任
と
し
て
竹
澤
秀
代
氏（
美

原
台
）を
任
命
し
た
い
旨
の
説
明

が
あ
っ
た
。無
記
名
採
決
の
結
果
、

全
員
賛
成
に
よ
り
同
意
さ
れ
た
。

　

任
期
は
、
令
和
５
年
１
月
１

日
か
ら
令
和
５
年
９
月
30
日
ま

で
の
９
カ
月
間
。

　

主
な
質
疑
応
答
は
以
下
の
と

お
り
。

問　

過
去
に
お
い
て
は
教
育
委

員
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
不
足
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、

こ
の
同
意
案
件
に
つ
い
て
は
ど

う
だ
っ
た
の
か
。

答　

今
回
の
人
選
に
つ
い
て
は
、

教
育
委
員
会
の
主
体
性
を
尊
重

し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
り
な
が
ら
、
教
育
委
員
会
か

ら
の
推
薦
を
基
に
上
程
し
た
。

12

月

定

例

会

暮
ら
し
の
中
の
条
例

議

決

結

果

一

般

質

問

一
般
質
問
追
跡

委

員

会

報

告

一
般
会
計
補
正
予
算

(

第
６
号)

副
町
長
の
任
命

教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
命

姫
路
市
及
び
太
子
町
に
お
け

る
連
携
中
枢
都
市
圏
形
成
に

係
る
連
携
協
約
の
一
部
変
更

竹澤 秀代氏

榮藤 雅雄氏
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12

月

定

例

会

暮
ら
し
の
中
の
条
例

議

決

結

果

一

般

質

問

一
般
質
問
追
跡

委

員

会

報

告

　

令
和
４
年
11
月
13
日
に
執
行
さ
れ
た
太
子
町
議
会

議
員
補
欠
選
挙
に
お
い
て

桑
名
幸
夫
氏
が
初
当
選
し
、

町
議
会
議
員
と
な
っ
た
。

　

任
期
は
令
和
５
年
４
月

29
日
ま
で
。

　

令
和
４
年
10
月
20
日
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長

で
あ
っ
た
井
村
淳
子
議
員
が
、
健
康
面
の
理
由
か
ら

委
員
長
を
辞
任
し
た
。
そ
の
後
任
と
し
て
中
薮
清
志

議
員
が
委
員
長
に
就
任
し
た
。

　

令
和
５
年
１
月
10
日
付
で
上
山
隆
弘
議
員
よ
り
辞
職

願
が
提
出
さ
れ
、
議
長
が
同
日
付
で
許
可
し
た
。

　

理
由
は
一
身
上
の
都
合
に
よ
る
。

議
会
だ
よ
り 

特
別
号
の
訂
正

　

令
和
４
年
11
月
25
日
発
行
の
議
会
だ
よ
り
特
別
号
の
内

容
に
一
部
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正

い
た
し
ま
す
。

訂
正
箇
所

６
ペ
ー
ジ 　

元
太
子
町
議
会
議
員
の
当
選
回
数

誤
：
井
川　

芳
昭
氏　

２
回

正
：
井
川　

芳
昭
氏　

３
回

国
の
デ
ジ
タ
ル
化

国
の
デ
ジ
タ
ル
化  
太
子
町
に
も

太
子
町
に
も

・
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
制
定

・
情
報
公
開
条
例
の
制
定

・
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
の
制
定

　

国
の
方
針
を
受
け
て
町
が
対
応
し
た
も
の
で
、
デ
ジ

タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
、
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
、
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ

た
。
施
行
日
で
あ
る
令
和
５
年
４
月
１
日
に
向
け
て
、

太
子
町
情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条

例
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
な
個
人
情
報
保
護
法
に
基
づ
く

条
例
が
制
定
さ
れ
た
。

公
務
員
の
退
職
年
齢
引
き
上
げ

公
務
員
の
退
職
年
齢
引
き
上
げ

・
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
一
部
改
正
）

・
職
員
の
定
年
延
長
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例
の
制
定

・
職
員
の
降
給
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
令
和
３

年
６
月
に
公
布
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
、

職
員
の
定
年
が
令
和
５
年
度
か
ら
２
年
ご
と
に
１
歳
ず

つ
65
歳
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
役
職

定
年
制
度
（
60
歳
で
管
理
職
か
ら
非
管
理
職
に
降
格
）

が
創
設
さ
れ
、
職
員
の
定
年
に
つ
い
て
規
定
す
る
関
係

条
例
の
一
部
を
改
正
等
す
る
も
の
。

下
水
道
料
金
を
引
き
上
げ

下
水
道
料
金
を
引
き
上
げ

・
下
水
道
条
例
（
一
部
改
正
）

・
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
及
び
管
理
等
に
関
す
る

条
例
（
一
部
改
正
）

　

本
町
の
下
水
道
事
業
が
将
来
に
わ
た
り
持
続
的
、
安

定
的
な
事
業
経
営
を
行
う
た
め
、
下
水
道
使
用
料
を
改

定
す
る
も
の
。
条
例
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
太
子
町
行

財
政
審
議
会
の
諮
問
を
経
た
。
下
水
道
使
用
料
（
ま
た

は
合
併
処
理

浄
化
槽
の
使
用

料
）
の
基
本
使

用
料
が
１
カ
月

あ
た
り
２
２
０

円
（
税
抜
）、

使
用
水
量
が

10
㎥
を
超
え
る

場
合
、
そ
の
超

過
分
に
応
じ
て

改
定
表
の
と
お

り
値
上
げ
さ
れ

る
。

基本使用料（10m3まで） 改定前
1,100 円 → 改定後

1,320 円

超過使用料 （超過分 1m3あたりの料金）

10m3を超え30m3までの分 125 円 → 150 円

30m3を超え50m3までの分 160 円 → 190 円

50m3を超え100m3までの分 195 円 → 235 円

100m3を超え300m3までの分 235 円 → 270 円

300m3を超える分 290 円 → 305 円

新
議
員
紹
介

議
員
辞
職

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
の
交
代

桑名 幸夫氏

1カ月分の下水道料金の改定表（税抜）

ただし、徴収は２カ月毎の合算によって行われる。
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　研究会に先立ち、第 43 回議会広報紙コンクールの表彰式が行わ
れ、「太子町議会だより 第 200 号」が特別・兵庫ジャーナル賞を
受賞しました。
　今後も町民に読みやすく伝わる広報紙を作成していきます。

　令和４年 10 月 14 日（金）、神河町・中央公民館「グリンデルホール」
で兵庫県町議会議長会主催の議員研究会が開催されました。
　研修では、以下の講演が行われ、今後の議会活動に生かしていきた
いと思います。

講演１：「地方議会におけるハラスメントの実態と防止策～町民の信頼を失わないためにすべきこと～」
　　　　官民共創未来コンソーシアム代表理事　小田理恵子 氏
内　容：ハラスメントを防止する条例の制定を行うなど、ハラスメントを

起こさせないために社会全体での対策が重要であることなど。

講演２：「大災害その時どうする、どうなる大切な地域、住民を守
るための防災と救命対策」防災家・危機管理アドバイザー　
野村功次郎 氏

内　容：大災害に備え平時から体制を調えると共に、危機管理意識の
向上に努め、町民の命を守るための対策を講じることなど。

議員研究会議員研究会

全員賛成で可決・同意・承認した議案等

条
例

太子町議会議員及び太子町長の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例（一部改正）

太子町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

太子町情報公開条例の制定

太子町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定

職員の定年等に関する条例（一部改正）

職員の定年延長に伴う関係条例の整備に関する
条例の制定

職員の降給に関する条例の制定

太子町下水道条例（一部改正）

太子町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する
条例（一部改正）

太子町特別職の職員の給与に関する条例（一部改正）

一般職の職員の給与に関する条例等（一部改正）

そ
の
他

姫路市及び太子町における連携中枢都市圏形成
に係る連携協約（一部変更）

令
和
４
年
度
補
正
予
算

一般会計補正予算（第5号）

国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

介護保険特別会計補正予算（第2号）

後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

太子町水道事業会計補正予算（第3号）

太子町下水道事業会計補正予算（第2号）

一般会計補正予算（第6号）

国民健康保険特別会計補正予算(第3号）

介護保険特別会計補正予算（第3号）

後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

太子町水道事業会計補正予算（第4号）

太子町下水道事業会計補正予算（第3号）

同
意

太子町副町長の選任につき同意を求めること

教育委員会の委員の任命につき同意を求めること

承
認

専決処分したものにつき承認を求めること
（一般会計補正予算（第4号））

令和４年12月定例会議決結果12

月

定

例

会

暮
ら
し
の
中
の
条
例

議

決

結

果

一

般

質

問

一
般
質
問
追
跡

委

員

会

報

告

太子町議会だよりが特別賞を受賞しました
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定例会2日目（11月29日）の一般質問に5人の議員
が登壇し、町執行機関に対し行政の在り方などを
質問し、議論が行われた。一  般  質  問一  般  質  問

質問者 質　問 掲載頁

首藤 佳隆
文化活動にも全国大会出場者への補助金交付を

P6
自治会単独では法定外公共物の維持管理が厳しくなっている

吉田　正之
町長の施政方針について問う

P7
30のお約束の財源は

森田　哲夫

「和のまち太子」をめざした新たな取り組みについて 

P7子育て支援策としての病児保育事業の実施体制について

新型コロナウイルス感染症の第８波等を含めた疫病対策について　

上山　隆弘 新町長の取り組みについて問う P8

松浦　崇志
消防団の報酬については、早期に国基準へ引き上げるべきだ

P8
雨漏りが続く石海学童保育園は早期に移転を

マークのあるテーマを掲載しています。その他のテーマ、全文は会議録・動画をご覧ください。　各QRコードから動画をご覧いただけます。

首
藤　

町
に
は
全

国
大
会
出
場
者
へ

の
補
助
金
交
付
制

度
が
あ
る
が
、
な

ぜ
ス
ポ
ー
ツ
だ
け

が
対
象
か
。

教
育
長
職
務
代
理
者　

ス
ポ
ー
ツ
と
違
い
、
文
化

活
動
に
は
統
一
し
た
組

織
が
な
い
こ
と
も
多
く
、

主
催
団
体
が
各
々
の
ル

ー
ル
に
基
づ
き
多
種
多

様
な
大
会
を
運
営
し
、
全

国
大
会
と
い
え
ど
も
地

方
予
選
が
な
い
も
の
が

あ
る
な
ど
、
一
定
の
基
準

で
対
象
者
を
判
別
で
き

る
ス
ポ
ー
ツ
と
同
じ
よ

う
に
で
き
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。

首
藤　
「
多
様
性
の
社
会
、

ス
ポ
ー
ツ
以
外
に
も
努

力
の
積
み
重
ね
で
勝
ち

上
が
る
よ
う
な
競
技
は

数
多
く
あ
る
。
吹
奏
楽

や
合
唱
な
ど
音
楽
分
野
、

か
る
た
や
書
道
甲
子
園
、

ま
た
放
送
や
演
劇
な
ど
、

こ
れ
ら
文
化
活
動
は
な

ぜ
除
外
さ
れ
る
の
か
。
ス

ポ
ー
ツ
以
外
で
の
汗
や
努

力
の
結
果
は
不
要
な
の
」

と
い
う
声
が
以
前
か
ら
寄

せ
ら
れ
て
い
た
。
ぜ
ひ
と

も
、
文
化
活
動
に
打
ち
込

む
青
少
年
も
補
助
金
交
付

対
象
に
す
る
べ
き
だ
。

町
長　

青
少
年
の
努
力

や
頑
張
り
を
認
め
る
こ

と
は
、
議
員
指
摘
の
よ

う
に
ス
ポ
ー
ツ
だ
け
で

な
く
文
化
活
動
に
お
い

て
も
大
切
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
。
今
後
、

一
定
の
基
準
を
満
た
す

文
化
活
動
に
つ
い
て
は

補
助
金
交
付
対
象
に
す

る
方
向
で
検
討
す
る
。

問

答

全国大会出場の
文化活動にも補助金を

一定の基準を設けた上で、
文化活動にも補助を検討する

首藤 佳隆 議員

12

月

定

例

会

暮
ら
し
の
中
の
条
例

議

決

結

果

一

般

質

問

一
般
質
問
追
跡

委

員

会

報

告
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問

答

町長の公約実現には
多額の財源が必要

既存事業を全面的に見直す

吉
田　

町
長
は
太
子
町
を

ど
の
よ
う
な
町
に
し
た
い

と
考
え
て
い
る
の
か
。

町
長　

子
ど
も
た
ち
か
ら

高
齢
者
ま
で
全
て
の
町
民

の
和
、
若
い
世
代
と
シ
ニ

ア
層
の
和
、
昔
か
ら
の
住

民
と
転
入
者
と
の
和
、
４

校
区
の
和
、
調
整
区
域
と

市
街
化
区
域
の
和
、
農
商

工
あ
る
い
は
企
業
等
の
和

な
ど
一
言
で
言
え
ば
「
和

の
ま
ち
太
子
」
に
な
る
。

こ
の
根
底
に
は
ふ
る
さ
と

で
あ
る
太
子
町
に
対
す
る

愛
情
や
誇
り
な
ど
の
ふ
る

さ
と
意
識
の
醸
成
が
必
要

で
あ
る
。

吉
田　

町
長
が
公
約
で
掲

げ
て
い
る
30
の
お
約
束
に

は
多
額
の
財
源
が
必
要
と

な
る
。
増
収
を
図

る
方
法
は
、
人
口

を
増
や
す
、
生
産

性
を
上
げ
る
、
ス

ト
ッ
ク
を
増
や
す

で
あ
る
。
そ
の
観

点
か
ら
町
の
考
え

は
。

総
務
部
長　

太
子
町
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
は
高
い
。
人

口
増
加
に
関
し
て
は
子
育

て
政
策
の
充
実
を
図
り
た

い
。

経
済
建
設
部
長　

商
工
会

と
一
層
連
携
強
化
を
図
り

商
工
業
の
さ
ら
な
る
振
興

に
努
め
、
Ｉ
Ｔ
化
に
取
り

組
む
事
業
者
へ
の
支
援
を

検
討
し
て
い
く
。
事
業
承

継
を
検
討
す
る
事
業
者
に

は
相
談
費
用
の
補
助
を
検

討
し
て
い
る
。

　

生
産
・
雇
用
・
消
費

な
ど
経
済
活
動
の
創
出
、

経
済
全
体
を
拡
大
さ
せ

る
た
め
の
社
会
資
本
整

備
を
行
う
。

町
長　

財
源
を
増
や
す
取

り
組
み
は
喫
緊
の
課
題

だ
。
行
財
政
改
革
と
並
行

し
て
取
り
組
む
こ
と
が
必

要
と
認
識
し
て
い
る
。

吉田 正之 議員

森
田　

聖
徳
太
子
の
「
和

の
こ
こ
ろ
」
と
は
。

町
長　

住
み
や
す
く
和
と

調
和
が
と
れ
て
い
る
こ

と
。

森
田　

人
を
責
め
る
の
で

は
な
く
、
粘
り
強
く
対
話

し
受
け
入
れ
、
妥
協
点
を

見
出
し
共
有
し
て
い
く
こ

と
が
和
と
考
え
る
が
。

町
長　

こ
の
町
に
住
ん
で

よ
か
っ
た
と
思
え
る
町
を

め
ざ
し
て
対
話
を
進
め

る
。

森
田　

コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

の
接
種
状
況
は
。

生
活
福
祉
部
長

乳
幼
児
（
６
カ
月

か
ら
４
歳
）
の
ワ

ク
チ
ン
（
合
計
３

回
）
接
種
は
令
和

４
年
11
月
に
開
始

さ
れ
、
初
回
接
種

率
は
0.9
％
で
あ

る
。
子
ど
も
（
５
歳
か
ら

11
歳
）
の
ワ
ク
チ
ン
（
合

計
２
回
）
接
種
は
４
年
３

月
に
開
始
さ
れ
、
初
回
接

種
率
は
13
％
で
あ
る
。
12

歳
以
上
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株

対
応
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
４

年
10
月
に
開
始
さ
れ
、
接

種
率
は
12
．５
％
で
あ
る
。

森
田　

コ
ロ
ナ
と
季
節
性

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ワ
ク

チ
ン
の
同
時
接
種
は
。

町
長　

安
全
性
・
危
険
性

に
関
し
医
学
的
知
見
を
町

と
し
て
も
ち
合
わ
せ
て
い

な
い
。
体
制
も
で
き
て
い

な
い
状
況
で
あ
り
、
推
奨

す
る
に
は
問
題
が
あ
る
。

森
田　

町
長
公
約
の
中
学

３
年
生
、
高
校
３
年
生
へ

の
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ワ
ク
チ
ン
の
助
成
は
。

町
長　

今
年
か
ら
や
り
た

い
と
考
え
て
い
た
が
、
体

制
・
周
知
・
予
算
を
考
え

る
と
難
し
い
状
況
で
あ

る
。

問

答

「和のまち太子」を
めざした取り組みは

丁寧に双方向で話し合い、
事業を推進する

森田 哲夫 議員

12

月

定

例

会

暮
ら
し
の
中
の
条
例

議

決

結

果

一

般

質

問

一
般
質
問
追
跡

委

員

会

報

告

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
は
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上
山　

町
長
の
給

与
カ
ッ
ト
、
退
職

金
の
削
減
は
ど
の

よ
う
な
理
由
で
行

う
の
か
。

町
長　

政
策
実
現

の
た
め
に
は
財
源

が
必
要
。
来
年
度
、
行
財

政
改
革
の
委
員
会
を
立
ち

上
げ
、
事
業
の
全
面
的
見

直
し
を
図
る
。
ま
ず
自
ら

が
身
を
切
る
改
革
を
行

い
、
姿
勢
を
示
す
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

上
山　

保
育
園
に
つ
い

て
、
答
弁
に
あ
っ
た
ア
ン

ケ
ー
ト
か
ら
の
説
明
は
、

既
に
町
外
に
通
う
方
は
、

登
園
先
を
変
え
た
い
と
い

う
答
え
は
出
に
く
い
と
考

え
る
。
事
前
に
町
内
で
通

い
た
い
と
思
っ
て
い
る
方

が
町
外
に
行
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
現
状
は
な
い
か
。

そ
の
あ
た
り
の
考
え
は
。

町
長　
「
町
に
税
金
を
払

っ
て
い
る
の
に
太
子
町
の

保
育
施
設
に
入
れ
な
い
。

優
先
的
に
何
と
か
確
保
し

て
く
れ
な
い
か
」
と
の
声

は
聞
い
て
お
り
、
意
見
も

あ
る
。
町
内
の
子
ど
も
た

ち
が
町
内
で
希
望
す
れ
ば

入
れ
る
よ
う
な
状
況
、
就

学
前
の
教
育
の
方
針
、
受

入
れ
体
制
な
ど
も
委
員
会

を
立
ち
上
げ
、
関
係
者
を

集
め
早
急
に
研
究
し
た

い
。

上
山　

活
動
的
な
高
齢
者

は
自
分
た
ち
が
活
躍
す
る

場
所
を
探
し
て
い
る
。
活

動
さ
れ
る
方
の
声
に
も
耳

を
傾
け
、
公
共
施
設
の
活

用
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
き

た
い
が
考
え
は
。

町
長　

コ
ロ
ナ
禍
で
孤
立

化
し
た
こ
と
も
踏
ま
え
、

集
ま
り
何
か
し
よ
う
と
思

っ
た
と
き
に
場
所
が
見
つ

か
ら
な
い
。
今
後
、
柔
軟

に
、
地
域
の
住
民
主
体
の

活
動
が
で
き
る
よ
う
検
討

す
る
。

問

答

新町長の取り組みについて問う

「和のまちの創造」と考える

上山 隆弘 議員

松
浦　

消
防
団
の

活
動
は
、
火
災
の

消
火
活
動
の
み
な

ら
ず
、
水
害
や
地

震
な
ど
地
域
防
災

の
要
と
し
て
重
要

な
役
割
を
担
っ
て

い
る
。
９
月
の
決

算
委
員
会
の
際
、「
消
防

団
員
の
処
遇
改
善
に
係
る

通
知
が
国
か
ら
来
て
い
る

こ
と
を
認
識
し
て
い
る

が
、
議
論
は
し
て
い
な

い
」
と
の
答
弁
が
あ
っ

た
。
そ
の
後
ど
う
な
っ
た

か
。

生
活
福
祉
部
長　

そ
れ
以

降
、
消
防
団
と
数
回
に
渡

り
協
議
を
し
て
い
る
。

松
浦　

団
員
報
酬
は
他
市

町
と
比
較
し
て
ど
う
か
。

生
活
福
祉
部
長　

県
内
で

最
も
低
い
年
額
１
万
円
で

あ
る
。
出
動
報
酬
は
な

い
。

松
浦　

団
員
報
酬
に
係
る

交
付
税
措
置
額
の
現
状

は
。

生
活
福
祉
部
長　

令
和
３

年
度
は
１
，１
８
６
万
円
、

４
年
度
は
１
，０
６
６
万

円
で
あ
る
。
現
状
の
ま

ま
で
は
、
今
後
毎
年

１
２
０
万
円
程
度
が
減
額

さ
れ
、
８
年
度
以
降
は
約

５
９
０
万
円
と
な
る
。

松
浦　

団
員
報
酬
に
本
来

充
て
ら
れ
る
べ
き
交
付
金

が
他
の
事
業
に
充
て
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

生
活
福
祉
部
長　

ご
指
摘

の
通
り
だ
。

松
浦　

団
員
報
酬
を
見
直

さ
な
い
場
合
、
国
の
交
付

金
が
減
る
よ
う
に
制
度
が

変
わ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら

も
報
酬
を
見
直
す
こ
と
が

町
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

生
活
福
祉
部
長　

そ
の
観

点
か
ら
も
国
基
準
に
合
わ

せ
る
べ
き
と
考
え
て
い

る
。

松浦 崇志 議員

問

答

消防団の団員報酬と出動報酬を
国基準まで引き上げるべきだ

両方の報酬を
来年度予算に反映したい

12

月

定

例

会

暮
ら
し
の
中
の
条
例

議

決

結

果

一

般

質

問

一
般
質
問
追
跡

委

員

会

報

告
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12

月

定

例

会

暮
ら
し
の
中
の
条
例

議

決

結

果

一

般

質

問

一
般
質
問
追
跡

委

員

会

報

告

あの日あの時あの質問あの日あの時あの質問

どうなったどうなった 以前の あの答弁あの答弁
以前の定例会での一般質問が、その後どのように反映されたかを追跡！

令和4年1月25日発行より 201号

　高齢者向け「やすらぎタクシー運賃助成事業」の対象
者は、車の未所有世帯が助成要件となっており、日中の運転手の有
無が問題視されている。高所得者であっても車がなければ対象とな
り、低所得者でも家に車があれば（同居親族所有でも）対象外とな
る。金銭的補助であるという観点から低所得者層の方が利用でき
るよう改正に向けて検討中である。

コロナ禍の影響を受け、多くの食材が高騰しており、令和４年度に公費1,850万円を
給食会計に組み入れ、給食費の上昇を抑制している。
　子どもたちに喜んでもらえるように、七夕などには行事食、クリスマ
スにはチキンとケーキ、中学３年の最後にはステーキにお祝いケー
キを加えた卒業メニュー、また、きなこパンなど、学校生活の一つの
思い出になればと栄養教諭や調理員は日々工夫している。今後も、
栄養価の高いおいしい給食を届けられるよう努める。

その後その後その後その後

その後その後その後その後

町 負 担で １ 食 あたりの 食
材費を追加して、栄養補充と併せて子ど
もたちの楽しみを増やす給食にしては。

高齢者やすらぎタクシー運
賃助成事業について、本当に必要とし
ている方へ対象を拡大できないか。

食材の見直しなどでやりくり
しているが限界がある。町負担も案として
協議している。

日中独居の高齢者からの声
は届いているが、同居家族の状況を個

別に把握することは難しく、すべての世帯
を対象とするには財政上難しい。

答弁答弁答弁答弁

答弁答弁答弁答弁

質疑質疑質疑質疑

質疑質疑質疑質疑

やすらぎタクシー運賃助成事業利用券

楽しみを増やす給食をめざして
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今
後
の
進
め
方
に
つ
い

て
確
認
し
た
。

　
「
治
水
対
策
」
に
つ
い

て
質
疑
応
答
を
行
っ
た
。

　

町
道
の
整
備
状
況
等
に

つ
い
て
質
疑
を
行
っ
た
。

問　

町
道
の
今
後
の
整
備

計
画
及
び
取
り
組
み
は
。

答　

幹
線
道
路
を
整
備

し
、
生
活
道
路
の
通
り
抜

け
を
回
避
す
る
こ
と
で
、

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
先

に
仕
上
げ
て
い
く
方
針
で

あ
る
。　

　

幹
線
道
路
の
舗
装
修
繕

の
優
先
順
位
は
、沖
代
線
、

原
勝
原
線
、
立
岡
山
線
の

順
で
計
画
し
て
い
る
。

問　

過
去
か
ら
何
度
も
断

っ
て
き
た
は
ず
の
蓮
常
寺

地
区
内
の
町
道
整
備
に
係

る
事
業
の
進
捗
状
況
と
今

後
の
計
画
は
。
ま
た
優
先

度
は
適
切
と
考
え
る
か
。

答　

担
当
課
と
し
て
は
、

以
前
か
ら
何
度
も
お
断
り

し
て
い
た
が
、
調
査
を
行

っ
た
上
で
前
町
長
が
事
業

採
択
さ
れ
た
。
今
後
事
業

を
進
め
る
か
は
優
先
順
位

も
考
え
、
慎
重
に
進
め
る

必
要
が
あ
る
。

　

付
託
さ
れ
た
条
例
９
件

の
審
査
を
行
っ
た
。
そ
の

結
果
、
す
べ
て
全
員
賛
成

で
可
決
す
べ
き
も
の
と
し

て
本
会
議
に
報
告
し
た
。

問　

今
回
の
改
正
に
よ
り

影
響
を
受
け
る
職
員
は
。

答　

昭
和
38
年
度
か
ら

42
年
度
生
ま
れ
の
計
11

名
で
あ
る
。

問　

定
年
延
長
と
な
り
、

職
員
が
60
歳
を
超
え
て
勤

務
し
続
け
る
場
合
の
給
与

は
ど
う
な
る
の
か
。

答　

給
与
水
準
は
７
割

に
は
な
り
、
管
理
職
だ

っ
た
者
は
係
長
と
同
等

級
に
な
る
。

問　

今
回
の
改
定
に
よ
る

住
民
生
活
へ
の
影
響
は
。

答　

平
均
的
な
使
用
水
量

で
あ
る
月
20
ト
ン
を
基
準

に
比
較
す
る
と
、
現
行
使

用
料
は
税
抜
２
，３
５
０

円
で
あ
る
の
に
対
し
、
改

定
後
は
税
抜
２
，８
２
０

円
と
な
り
、
ひ
と
月
当
た

り
４
７
０
円
の
増
と
な

る
。
そ
の
う
ち
基
本
料
金

は
、
１
，１
０
０
円
か
ら

１
，３
２
０
円
に
改
定
と

な
る
。
下
水
道
の
処
理
経

費
が
使
用
料
収
入
に
よ
っ

て
賄
え
て
い
な
い
の
で
、

不
足
す
る
経
費
が
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
っ

て
賄
わ
れ
て
お
り
、
本

来
、
福
祉
や
教
育
な
ど
に

使
わ
れ
る
べ
き
税
金
が
下

水
道
経
費
の
一
部
に
使
わ

れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

問　

４
、５
年
前
か
ら
改

定
の
話
が
あ
っ
た
と
思
う

が
、
計
画
が
先
延
ば
し
さ

れ
、
コ
ロ
ナ
禍
や
物
価
上

昇
が
家
計
を
圧
迫
し
て
い

る
と
い
わ
れ
る
中
、
令
和

５
年
７
月
に
改
定
す
る
こ

と
と
な
っ
た
理
由
は
。

答　

住
民
生
活
に
影
響
を

与
え
る
下
水
道
使
用
料
の

値
上
げ
に
つ
い
て
は
、
慎

重
で
あ
る
べ
き
と
の
考
え

方
で
こ
れ
ま
で
改
定
を
控

え
て
き
た
。
今
年
度
実
施

し
て
い
る
投
資
財
政
計
画

策
定
業
務
に
お
い
て
、
収

支
見
通
し
の
検
証
を
行
っ

た
結
果
、
使
用
料
改
定
に

よ
る
収
支
改
善
を
早
急
に

行
う
必
要
が
あ
る
と
の
判

断
に
至
っ
た
。
使
用
料
を

値
上
げ
し
な
け
れ
ば
資
金

不
足
に
よ
り
一
般
会
計
か

ら
の
繰
入
金
を
増
や
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、

こ
れ
以
上
先
延
ば
し
に
で

き
な
い
と
判
断
し
た
。

問　

議
案
審
議
を
後
に
し

て
、
先
に
住
民
説
明
を
す

る
方
法
は
取
れ
な
い
の

か
。

答　

下
水
道
経
営
の
厳
し

い
財
政
状
況
に
つ
い
て
の

住
民
周
知
が
足
り
て
い
な

か
っ
た
点
は
大
変
申
し
訳

な
く
思
っ
て
い
る
が
、
使

用
料
改
定
に
伴
う
シ
ス
テ

ム
の
変
更
等
の
手
続
き
に

一
定
期
間
か
か
る
た
め
、

議
決
が
遅
れ
た
場
合
は
そ

の
分
、
施
行
が
遅
れ
る
こ

と
に
な
る
。

問　

今
回
料
金
改
定
を
し

て
も
一
般
会
計
か
ら
の
繰

入
れ
が
必
要
な
状
況
は
変

わ
ら
な
い
と
の
こ
と
だ

が
、
本
来
い
く
ら
ま
で
値

上
げ
す
る
必
要
が
あ
る
の

か
。

答　

望
ま
れ
る
使
用
料

は
、
基
準
と
な
る
月
20

ト
ン
の
場
合
、
税
抜
３
，

４
０
０
円
で
あ
る
。
今
回

の
改
定
は
、
物
価
上
昇
に

よ
る
影
響
に
配
慮
す
べ

●
主
な
質
疑
応
答

●
主
な
質
疑
応
答

●
主
な
質
疑
応
答

●
主
な
質
疑
応
答

総
務
経
済
建
設
常
任
委
員
会

10
月
13
日

11
月
16
日

12
月
５
日

課
題
調
査

課
題
調
査

所
管
事
務
調
査

付
託
案
件
審
査

職
員
の
定
年
等
に
関
す

る
条
例
（
一
部
改
正
）

職
員
の
定
年
延
長
に
伴

う
関
係
条
例
の
整
備
に

関
す
る
条
例
の
制
定

太
子
町
下
水
道
条
例

（
一
部
改
正
）

下
水
道
料
金
改
定
へ
　
〜
慎
重
な
審
議
を
行
っ
た
〜

12

月

定

例

会

暮
ら
し
の
中
の
条
例

議

決

結

果

一

般

質

問

一
般
質
問
追
跡

委

員

会

報

告

町道原勝原線
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町
長
失
職
、
教
育
長
辞

任
と
二
役
が
不
在
と
い
う

異
例
の
事
態
の
た
め
、
町

行
政
と
の
意
見
交
換
は
見

送
り
と
し
た
。

・
町
民
課
の
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
の
発
行
状
況

の
確
認
や
ポ
イ
ン
ト
付

与
の
影
響
な
ど
を
確
認

し
た
。

・
高
年
介
護
課
の
認
知
症

対
策
の
取
組
内
容
を
協

議
し
た
。

　

補
欠
選
挙
で
当
選
し
た

桑
名
幸
夫
議
員
を
委
員
と

し
て
迎
え
、
町
の
課
題
や

担
当
課
の
事
務
報
告
書
を

確
認
し
た
。

　

手
話
言
語
条
例
の
制
定

を
め
ざ
し
て
い
く
こ
と
を

確
認
し
た
。

　

第
２
期
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
事
業
計
画
中
間
見

直
し
や
地
域
福
祉
計
画
、

第
３
次
地
域
保
健
推
進
計

画
、
第
２
次
食
育
推
進
計

画
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
実
施
計
画
の
説
明
を
受

け
確
認
し
た
。

　

各
自
治
会
に
は
次
の
よ

う
な
課
題
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

①
地
域
の
担
い
手
で
あ
る

リ
ー
ダ
ー
の
不
足

②
地
域
と
町
行
政
と
の
間

に
入
る
団
体
等
の
不
足

③
各
自
治
会
に
固
有
の
課
題

　

町
行
政
の
役
割
と
自
治

会
が
担
う
役
割
の
確
認
が

必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、

押
し
つ
け
に
な
ら
な
い
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。

　

ま
た
、
困
っ
て
い
る
方

が
情
報
発
信
で
き
、
双
方

向
で
利
用
で
き
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ

の
活
用
に
つ
な
げ
る
こ
と

を
求
め
て
い
く
。

　

町
行
政
に
は
救
急
医
療

及
び
地
域
医
療
に
対
応
す

る
担
当
課
が
な
い
が
、
関

心
を
高
く
も
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。

　

今
後
、
町
行
政
と
調
整

し
な
が
ら
課
題
解
決
に
向

け
、
県
へ
提
言
す
る
方
向

で
た
た
き
台
を
つ
く
る
。

　

手
話
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て

利
用
促
進
す
る
条
例
の

制
定
を
め
ざ
し
、
今
後
、

町
行
政
と
内
容
の
す
り

合
わ
せ
を
し
て
い
く
。

　

関
係
者
の
意
見
を
聞
く

場
が
重
要
で
あ
り
、
条
例

の
実
効
性
を
高
め
て
い
く

こ
と
を
協
議
し
た
。

所
管
事
務
調
査

福
祉
文
教
常
任
委
員
会

課
題
調
査

課
題
調
査

課
題
調
査

行
政
報
告

そ
の
他

そ
の
他

10
月
12
日

11
月
15
日

12
月
６
日

情
報
技
術
の
活
用
に
よ

る
地
域
福
祉
と
新
た
な

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

形
に
つ
い
て

安
心
安
全
の
地
域
医
療

と
救
急
医
療
体
制
の
実

現
に
つ
い
て

手
話
言
語
条
例に

つ
い
て

課
題
解
決
に
向
け
調
査
も
大
詰
め

12

月

定

例

会

暮
ら
し
の
中
の
条
例

議

決

結

果

一

般

質

問

一
般
質
問
追
跡

委

員

会

報

告

き
と
い
う
行
財
政
審
議

会
の
意
見
も
考
慮
し
て
、

理
想
の
使
用
料
体
系
よ

り
も
か
な
り
低
く
抑
え

て
い
る
。
今
後
、
５
年

ご
と
に
見
直
し
の
検
討

を
行
い
な
が
ら
１
０
０

％
に
近
づ
け
て
い
く
。

　
「
住
民
生
活
に
直
結
す

る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
住
民
へ
の

説
明
や
周
知
が
充
分
で
な

い
中
、
当
初
の
計
画
を
数

年
間
も
先
延
ば
し
に
し
た

結
果
、
赤
字
会
計
は
も
と

よ
り
来
年
度
に
は
運
営
資

金
に
不
足
が
生
じ
る
恐
れ

が
あ
る
と
い
う
危
機
的
状

況
を
招
い
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
今
回
料
金
改
定
に

踏
み
切
ら
ざ
る
を
得
な
い

と
の
決
定
を
す
る
こ
と

は
、
委
員
会
と
し
て
苦
渋

の
決
断
で
あ
る
。
今
後
も

段
階
的
に
使
用
料
改
定
が

予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
行

財
政
審
議
会
の
意
見
も
踏

ま
え
、
運
営
方
針
や
事
業

計
画
に
つ
い
て
は
慎
重
か

つ
十
分
な
時
間
を
か
け

て
策
定
す
る
こ
と
。
ま

た
、
今
回
の
料
金
改
定
に

お
け
る
住
民
周
知
に
つ
い

て
は
丁
寧
か
つ
分
か
り
や

す
い
も
の
と
し
、
理
解
が

得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。」

・
太
子
町
議
会
議
員
及
び

太
子
町
長
の
選
挙
に
お

け
る
選
挙
運
動
の
公

費
負
担
に
関
す
る
条
例

（
一
部
改
正
）

・
太
子
町
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
施
行

条
例
の
制
定

・
太
子
町
情
報
公
開
条
例

の
制
定

・
太
子
町
情
報
公
開
・
個

人
情
報
保
護
審
査
会
条

例
の
制
定

・
職
員
の
降
給
に
関
す
る

条
例
の
制
定

・
太
子
町
合
併
処
理
浄
化

槽
の
設
置
及
び
管
理
等

に
関
す
る
条
例
（
一
部

改
正
）

【
付
帯
意
見
】

そ
の
他
審
査
し
た
条
例

委員会の様子
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３月定例会予定

太子町議会だより

マスコットキャラクター

たいしん

議会傍聴に
お越しください！
議会傍聴に
お越しください！
議会傍聴に
お越しください！

　３月定例会の予定は、左記のとおりですが、変更する
場合がありますので、正式日程はホームページまたは
議会事務局までお問い合わせ下さい。

◆お知らせ

・2月22日（水）　【第1日／提 案 説 明 】
・3月   1日（水）　【第2日／一 般 質 問 】
・3月   2日（木）　【第3日／一 般 質 問 】
・3月   6日（月）　【第4日／議 案 質 疑 】
・3月24日（金）　【第5日／討論・採決】

斑
鳩
寺
と

斑
鳩
寺
と

「
聖
徳
太
子

「
聖
徳
太
子
孝孝き

ょ
う
よ
う
ぞ
う

き
ょ
う
よ
う
ぞ
う

養養
像像
」」

　

斑
鳩
寺
は
、約
１
４
０
０
年
前

に
聖
徳
太
子
に
よ
り
建
て
ら
れ

た
寺
院
で
す
。６
０
６
年
、聖
徳

太
子
が
こ
の
地
の
水
田
百
町
を

推
古
天
皇
よ
り
賜
り
、後
に
法
隆

寺
の
荘
園
と
な
っ
た
こ
と
に
由

来
し
、法
隆
寺
と
と
も
に
歴
史
を

あ
ゆ
ん
で
き
ま
し
た
。そ
の
シ
ン

ボ
ル
的
存
在
が
、斑
鳩
寺
聖
徳
殿

に
お
祀
り
し
て
あ
る「
聖
徳
太
子

孝き
ょ
う
よ
う
ぞ
う

養
像
」で
す
。太
子
が
16
歳
の

時
に
、父
で
あ
る
用
明
天
皇
の
病

気
平
癒
を
祈
っ
た
姿
を
か
た
ど

っ
た
も
の
と
い
わ
れ
、左
手
に
柄え

香こ
う
ろ炉

 
、右
手
に
笏し

ゃ
く

 
を
捧
げ
持

ち
袈
裟
を
身
に
ま
と
う
姿
に
は
、

神
仏
両
道
の
趣
お
も
む
きが

あ
り
ま
す
。ま

た
、太
子
自
ら
の
髪

が
植
え
ら
れ
た
と

の
言
い
伝
え
が
あ

り
、「
植
髪
の
太
子

（
う
え
が
み
の
た
い

し
）」と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

  

「「
御御お

こ
ろ
も
が

お
こ
ろ
も
が

衣衣
替替
え
」と
え
」と
高
松
宮
殿
下
お
手
植
え
の
松

高
松
宮
殿
下
お
手
植
え
の
松

　

こ
の
尊
像
が
身
に
着
け
て
い
る
衣い

か
ん冠
束そ

く
た
い帯

 
を
、60
年
を
め
ど
に

新
し
い
も
の
に
取
り
替
え
る
儀
式
が「
御お
こ
ろ
も
が

衣
替
え
」で
す
。聖
徳
太
子

没
後
１
３
０
０
年
の
大
正
10
年（
１
９
２
１
年
）に
は
久く
に
の
み
や

邇
宮
殿
下
、

昭
和
37
年（
１
９
６
２
年
）に
は
高た
か
ま
つ
の
み
や

松
宮
殿
下
か
ら
の
御
厚
志
を
賜

り
、御
衣
替
え
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

高
松
宮
殿
下
の
一
行
が
ご
来
寺
さ
れ
た
昭
和
36
年
、殿
下
に
よ
り

植
樹
さ
れ
た
松
が
今
も
境
内
に
残
さ
れ
て
お
り
、植
樹
か
ら
60
年
を

経
過
し
た
現
在
、「
高
松
宮
殿
下
お
手
植
え
の
松
」は
大
木
と
な
っ
て

い
ま
す（
表
紙
写
真
）。令
和
４
年（
２
０
２
２
年
）は
聖
徳
太
子
没
後

１
４
０
０
年
の
節
目
を
迎
え
、旧
皇
族
で
あ
る
久く

に邇
邦く

に

昭あ
き

氏
の
御
厚

志
を
頂
き
御
衣
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。　

（
森
田
哲
夫　

記
）

＊
１　

柄
香
炉　

：
香
を
焚
く
た
め
の
柄
の
つ
い
た
器

＊
２　

笏　
　
　

：
細
長
い
板

＊
３　

衣
冠
束
帯
：
貴
族
等
の
正
装

聖徳太子孝養像聖徳太子孝養像のの
御衣替御衣替ええ

◆
編
集

広
報
広
聴
委
員
会

委  

員  

長　

森
田　
　

哲
夫

副
委
員
長　

出
原　
　

賢
治

委　
　

員　

藤
澤　

元
之
介

　
　
〃　
　

井
村　
　

淳
子

　
　
〃　
　

首
藤　
　

佳
隆

　
　
〃　
　

中
薮　
　

清
志

「声」「声」「声」「声」「声」

議会だよりを

読んでのご感想など

�お聴かせください。

あなたの　　　��を

お聴かせください

お問い合わせは太子町議会事務局 まで

　

沖
汐
新
町
長
の
初
め
て
の
本

会
議
と
な
っ
た
12
月
定
例
会
は
、

新
町
長
の
表
情
や
仕
草
、
施
政

方
針
や
積
極
的
な
答
弁
内
容
な

ど
を
見
聞
き
し
た
こ
と
で
、
あ

ら
た
な
町
政
が
始
ま
っ
た
こ
と

が
実
感
で
き
た
も
の
で
し
た
。

　

こ
の
実
感
を
町
民
の
皆
さ
ま

に
も
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
次

回
の
３
月
定
例
会
に
は
、
こ
れ

ま
で
以
上
の
多
く
の
傍
聴
者
が

来
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
な
が

ら
、
編
集
後
記
と
し
ま
す
。

（
首
藤
佳
隆　

記
）

編
集
後
記

高松宮殿下一行ご来寺のときの集合写真（昭和36年）

高松宮殿下お手植えの松

＊3

＊2

＊1


